
平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 青森市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：一般社団法人 権利擁護あおい森ねっと 

委託内容：市民後見人養成研修の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

 「青森市市民後見人養成研修」 

 

（研修対象者） 

 ・市民後見人として活動する意欲のある者 

 ・20歳以上である者 

 ・市内に住所を有する者 

 ・研修の全ての課程を受講できる見込みのある者 

 

（研修カリキュラム等） 

・「市民後見人養成のための基本カリキュラム」（介護と連動する市民後見

研究会策定）を参考に作成 

・基礎研修、実務研修あわせて50時間程度 

 

（講師） 

 市職員、地域包括支援センター職員、 

弁護士、社会福祉士、司法書士 など 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

25年10月  研修カリキュラムを策定 

   11月  研修受講者募集 

   11月  市民後見人養成研修実施 

26年 1月   修了書授与 

 

備      考 

 

 

 

別添 


